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本書の目的
わが国の経済成長の妨げになる困難の根本には、少子高齢化、生産年齢人口減少すなわち人口問題という構造的な問題

に加え、イノベーションの欠如による生産性向上の低迷、革新的技術への投資不足があります。日本経済の再生を実現す
るためには、投資やイノベーションの促進を通じた付加価値生産性の向上と、労働参加率の向上を図ることが必要です。
そのためには、働き方改革を推進し、誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮できる社会を創ることが 
必要です。

IT 業界では、働く環境の向上を図るために " あるべき働き方 " を示し、労働時間の適正化を図り、ワークライフ・バラ
ンスを実現し、 社員満足度倍増および女性の活躍等を目標として掲げています。 また、働く一人ひとりが自身の仕事に誇
りを持ち、経営の主体性を保持し、魅力ある産業を実現し、様々な社会的要請に対応して、自らが企業や産業とともに成
長できる環境づくりを目指しています。

特に、IT 業界にとってワーク・ライフ・バランスを実現するためには、働き方（ワークスタイル）を見直し、長年の課題
でもある長時間労働を抑制し、年次有給休暇の取得促進を効果的に進めることが必要になります。近年、働き方のトレンド
としては、ダイバーシティの促進により、柔軟性の確保、多様な人材の活躍、ひいては企業の生産性向上を推進するワーク・
ライフ・バランスの実現がトレンドとなっています。

本書では、既に多くの IT 企業で取組が進められている働き方改革において、まだ取組を始められていない企業、取組 
を進めているものの課題を抱える企業、さらなる取組の深化を図りたい企業等、様々な企業に対して、施策の紹介でなく、
企業内において働き方改革を推進する実践的なプロセスを解説することを目的としています。

本書の位置づけ
厚生労働省では、過去に、IT 業界における長時間労働是正に向けた課題や施策を示した各種ハンドブックを作成・公表

してきました。１つは、人事労務担当者を対象とした「働き方・休み方改善ハンドブック」、もう１つは、プロジェクト
マネージャを対象とした「働き方改革ハンドブック～長時間労働是正に向けた 15 の勘所～」です。

本書は、各ハンドブックで解説する課題・施策を踏まえ、全社で働き方改革を推進することに主眼を置いた手引き書と
なっています。本書を読む中で、施策の詳細について知りたい場合には、改めて、２つのハンドブックを参考にしていた
だければと思います。
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